
　「土砂災害警戒情報」は、大雨時に土砂災害発生の危険度
に関して、都道府県と気象庁が共同して発表する新たな情
報です。この情報は、過去の降雨と土砂災害発生状況のデー
タから判断して土砂災害発生の危険度が非常に高くなった
場合に発表されます。
　この情報は市町村の行う避難勧告や、住民の皆さんが行
う自主避難の判断材料として役立てていただくことを目的
として、土砂災害の危険度が非常に高くなった場合に発表
されます。

■発表の方法
　テレビ、ラジオ、気象庁のホームページなど

■五條市の警戒情報
　五條市北部（大塔町以外）
　五條市南部（大塔町のみ）の2地区に分割して発表されます。

■対象となる土砂災害
　土石流
　急傾斜地の崩壊
　　（※斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべりは発表の対象ではありません）
　土砂災害警戒情報が発表された場合は降雨の状況や周辺の状況を確認し、災害発生の危険性を感じた場合には、
速やかに避難行動に移るようにしてください。

■問合先　庶務課交通防災係　本（内線２３６）

土砂災害警戒情報の運用を開始します

　平成１６年８月１０日、旧大塔村（現五條市大塔町）宇井地区において地滑りが発生し、約１２０ｍにわたり国
道１６８号が崩落し通行止めとなりました。
　これにより、迂
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での通行を確保し、崩土撤去、のり面対策工、抑止杭工および、より安全な橋
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形式での
道路復旧工事を推進してきました。
　今回の崩落部分の災害復旧工事が完了したことで、より安全な道路として開通することとなりました。

■開通日　３月１８日（火）午前６時

■問合先　奈良県五條土木事務所工務第一課　☎０７４６・６８・０３３６

一般国道１６８号《大塔町宇井地区》が
３月１８日 に開通します

市民税の申告・所得税の確定申告はお済みですか？
申告期間　３月１７日（月）まで（土曜・日曜日は除く）

■問合先　税務課市民税係（内線２５６、２９８）
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